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新潟県人事委員会

この度、「試験結果の事前連絡に関する調査」を実施した結果、事務

局の幹部職員から合否の事前連絡がなされていたことが確認されたこと

は、公平、公正な試験の実施を担う人事委員会として不適切で極めて残

念なことであります。

今後、このようなことが起きないようにするとともに、県民に信頼さ

れる公平・公正な試験システムを構築するため、新潟県人事委員会とし

て、下記のとおり申し合わせを行います。

記

１．県民に不公平、不公正な疑念を抱かれないよう、採用試験情報の管

理を徹底すること。

２．とりわけ外部からの事前連絡の申出に応じないこと。

３．県民から信頼される採用試験システムの構築をめざし、引き続き不

断の改善を行うこと。

４．今後、毎年、採用試験の実施に当たっては、この申し合わせを委員

会として確認すること。


